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医業経営コンサルタント法人会員だより Vol.２ 

株式会社　木村経営ブレーン 法人会員番号 第９１－０００２号

木村光雄代表取締役会長 

プロフィール 

　当社は、北陸三県における医療・介護・福祉分野の機関に対し、経営・財務・

労務のコンサルティングを提供するコンサルタント法人です。 

　２０００年（平成１２年）９月に認定登録 医業経営コンサルタント法人に認定さ

れました。（登録番号第９１－０００２号） 

　月次監査のお客様のうち半数が医療福祉関係で占め、スタッフは３４名で、う

ち６名が認定登録 医業経営コンサルタントです。 

　また、スタッフの能力開発を最優先して経営資源を投入しております。基本

理念を「職場を自己修練、自己実現の場」として専門知識の修得に積極的に取り組んでおります。 

 

当社の提供サービス 

１． 毎月巡回監査して、関係法令に遵拠した月次の経営成績を解説しています。 

２．地域または全国の同業者との比較データ（ＭＭＰＧデータベース、ＴＫＣ医業経営指標「Ｍ－ＢＡＳＴ」）

を提供して、経営分析を行っています。 

協会の認定団体であるＭＭＰＧでは、会員のお客様の財務データ、診療報酬データ、給与データを

毎月収集し、現場のデータベースを構築しております。 

３．お客様の特別な経営課題に対応した専門コンサルティングを提供するチーフコンサルタントが６

名活動しております。 

　　（１）公立病院の経営評価　（２）経営改善指導　（３）医療法人化 

　  （４）Ｍ＆Ａ　　　　　　　（５）人事給与　　　（６）相続資産対策 

　   

医業経営コンサルタント業界への貢献 

　「医業経営コンサルタント法人」の資格認定制度は、１９９８年に故川原邦彦副会長、関隆夫常務理事の

下で組織認定特別委員会の審議を経て、２０００年３月の総会で承認されたものです。この間、特別委員

会委員長を務めさせていただきました。 

　現在、法人正会員が四社にとどまっていますが、

新規の登録を期待しております。 

　２００８年に、協会事業効率化特別委員会委員長と

して第３回「会員の実態調査」を実施して、「協会

のあり方に関する提言」を答申いたしました。 

　２００９年には、日本海側では初の「第１３回日本医

業経営コンサルタント学会金沢大会」を開催して、

学会長を務めさせていただきました。 

 

［企業情報］ 

・設立年月日　１９８２年６月１日…株式会社 木村経営ブレーン 

・創業年月日　１９７５年６月１日…木村光雄税理士事務所 

・所　在　地　〒９２０-００２７　石川県金沢市駅西新町３－４－３３（駅西合同庁舎近く） 

　　　　　　　ＴＥＬ：０７６－２６０－１６６６ 

 

経営会議の風景 

　通常総会（３月２９日開催）にて承認されました「東日本大震災」に伴う会員への見舞金等について、

総務委員会での審議を経て、下記のとおり定例理事会（５月１３日開催）にて決議いたしました。 

 

 

被災された会員の皆様へ 
（社）日本医業経営コンサルタント協会 

会　長　　木 村　光 雄 

 

　この度の東日本大震災で被災された方々に対し、協会として心からのお見舞いを申し上げます。 

　この災害は、地震、津波、さらに放射能と３つの災害が複合した類例のない規模となり、多くの方々

が被災されました。この度当協会としては直接、間接に被災された東北６県および茨城・栃木・群馬・

千葉の各県の会員の方々に対し、些少ではありますが、心ばかりのお見舞いを差し上げることにさせ

ていただきました。 

　今回の災害は、余りに甚大、かつ広範囲のため、その被害の範囲は計り知れないものであり、上記１０

県の会員（４月１日現在）の方々に協会として一律３万円のお見舞金とさせていただきました。その

範囲や被害の大きさに対する公平性という点で異論をお持ちの方もあろうかと存じますが、何卒協会

の意をお汲み取りいただき、ご理解くださいますようお願いいたします。 

　お見舞金を差し上げますこれらの県、地域は、行政の各種資料を基に決定させていただきましたこ

とを申し添えます。 

 

「東日本大震災」に伴う会員への見舞金等が決議 報告 

１．見舞金：つぎの東北・関東１０県の会員２６０名に一律３０，０００円を支給する。 

総額７，８００，０００円 

　　東北６県（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県） 

　　関東４県（茨城県、栃木県、群馬県、千葉県）  
　　※地震、津波等による直接被害ばかりでなく、地震後の停電等による間接的、精神的苦痛に対応するため、当初の東北６県に関東

４県を加えて一律としました。 

　　５月２０日（金）に対象会員に現金書留でお送りいたしました。 

２．義援金：見舞金支給対象の県保健部に一律２００，０００円を寄附する。 

　　協会代表として支部長にお願いして県の保健部にお届けすることといたしました。 

総額２，０００，０００円 

　　５月２８日（土）開催の北海道・東北地区協議会の席上にて、常山副会長が現金を持参してお

願いをいたしました。関東4県については後日対処いたします。 

３．予算：特定事業積立金を取り崩し支給いたします。 

４．会費の減免措置：自宅損壊等の大きな被害を受けた会員に対し、１年間（２０１１年４月～２０１２

年３月）の会費の減免措置を講ずることとします。  
　　※この措置は申請制（６月末日まで）とし、総務委員会の確認を経て特例措置を受けることができます。 

５．登録更新時期延長の特例措置：すでに更新対象者に通知済みです。 

［同封書類］①被災された会員の皆様へ ②会費の減免申請書 ③被害状況確認書 
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